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１ 福岡市保健所の運営について 

 

保健所の設置根拠 

  〇地域保健法第５条第１項 

   保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が設置する。 

 
組織及び事務分掌 

 

（保健医療局）

保健所長 健康危機管理部 健康危機管理課 ・保健所の運営に関すること

・感染症情報センター、定期予防接種、肝炎対策等に関すること

・新型コロナウイルスワクチン接種に関すること

・特定給食施設、国民健康・栄養調査、食品表示に関すること

感染症対策部 感染症対策課 ・健康危機管理（患者対応・医療体制等）に関すること

・感染症の予防及びまん延防止に関すること

結核対策課 ・結核対策に関すること

・診療放射線業務に関すること

精神保健・難病対策部 精神保健・難病対策課 ・精神保健福祉に関すること

・難病対策に関すること

地域衛生部 医薬務・衛生推進課 ・環境衛生に係る企画・調整に関すること

・医薬務に係る企画・調整に関すること

・医薬務業務の推進に係る企画・調整に関すること

食品安全推進課 ・食品衛生に係る企画、食品表示に関すること

・食品衛生、食品監視、食肉衛生に関すること

※各区役所庁舎に配置

東衛生課 ・環境衛生に関すること

博多衛生課 　（各区生活環境課の所管に係るものを除く）

中央衛生課 ・食品衛生に関すること

南衛生課 ・医薬務に関すること

城南衛生課

早良衛生課

西衛生課

（各区役所）

保健福祉センター 健康課 ・各種予防接種に関する受付

・医療費助成の受付（指定難病等）

・精神障害者保健福祉手帳等の申請受付

・健康危機管理（福岡市感染症予防計画の進捗管理等）に関すること
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職員配置表 

 

※令和６年１１月１日現在 

医

師

事

務

保

健

師

看

護

師

放

射

線

技

師

衛

生

管

理

獣

医

師

管

理

栄

養

士

保健所長 1 1

　健康危機管理部長 1 1

健康危機管理課 21 11 1 2 7

22 12 1 2 7

　感染症対策部長 1 1

　　　感染症対策課 14 3 2 6 1 2

　　　結核対策課 9 1 5 3

24 5 2 11 1 3 2

　精神保健・難病対策部長 1 1

　　　精神保健・難病対策課 24 1 11 12

25 2 11 12

　地域衛生部長 1 1

　　　医薬務・衛生推進課 9 9

　　　食品安全推進課 7 7

東衛生課 13 12 1

　　　博多衛生課 22 19 3

　　　中央衛生課 18 17 1

　　　南衛生課 10 9 1

　　　城南衛生課 9 8 1

　　　早良衛生課 11 10 1

　　　西衛生課 9 7 2

109 1 98 10

181 9 25 24 1 3 102 10 7

　　計

　　計

総　　　　　計

職

員

数

職種別内訳

　　計

　　計
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（１）健康危機管理部の所管業務について                                       

 

①健康危機管理課 

係名 所管業務 今後の主な取組み 

企画調整係 保健所の運営に関すること 

・保健所の庁舎管理 

・保健所内の連絡調整 

・保健所運営協議会の開催 

・保健所情報の発信など 

 

健康危機管理（福岡市感染症予防計画 

の進捗管理等）に関すること 

・「福岡市感染症予防計画」等に基づ

く健康危機管理体制の強化 

・本部設置体制の構築 

・庁内調整 

・衛生物資の備蓄など 

○「福岡市感染症予防計画」の進捗

管理 

〇応援職員向け研修及び本部設置

訓練等の実施 

〇感染症対策に使用する防疫用備

品の整備、感染症対策物資等の備

蓄 

○新型インフルエンザ等対策行動計

画の改定 

感染症政策係 感染症情報センター、定期予防接種、

肝炎対策等に関すること 

・感染症発生動向調査 

・感染症に関する情報発信 

・各種予防接種の委託業務等 

・原爆被爆者事務 

・肝炎治療特別推進事業など 

○小児、高齢者等への予防接種の推

進 

〇SNS 等を活用した平時からの感

染症情報の提供 

 

新型コロナウイルス

ワクチン接種担当 

新型コロナウイルスワクチン接種に関

すること 

・令和６年度からの定期接種の実施

に伴う各種調整 

○秋の定期接種の実施 

 

特定給食施設担当 特定給食施設、国民健康・栄養調査、

食品表示に関すること 

・特定給食施設の立入検査 

・国民健康・栄養調査の実施 

・食品表示に係る食品業者の相談指

導 

〇国勢調査の一般調査地区から、無

作為抽出された世帯への国民健

康・栄養調査の実施 

 

※参考資料 

  〇福岡市感染症予防計画（概要、本編） 

  〇データ集（P1、P３） 
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（２）感染症対策部の所管業務について

①感染症対策課

係 所管業務 今後の主な取組み 

企画管理係 健康危機管理（患者対応・医療体制 

等）に関すること 

・「福岡市感染症予防計画」等に基

づく健康危機管理体制（患者対

応・医療体制等）の強化

・感染症指定医療機関等の関係機

関との連携

感染症の予防及びまん延防止に 

関すること 

・感染症診査協議会

○IHEAT の運用に係る整備

○保健所職員及び専門職応援職員

（IHEAT 含む）等向け研修の企

画、進捗管理

○感染症診査部会の開催

感染症対策第 1 係 

感染症対策第 2 係 

健康危機管理（患者対応・医療体制 

等）に関すること 

・「福岡市感染症予防計画」等に基

づく健康危機管理体制（患者対

応・医療体制等）の強化

・保健所職員（専門職等）への研修

実施

感染症の予防及びまん延防止に 

関すること 

・発生届等に基づく感染症対応

・施設等へ指導・研修

・感染症に関する相談対応

・HIV・性感染症の検査

○保健所職員及び専門職応援職員

（IHEAT 含む）等向け研修の実

施

〇感染症（結核を除く）にかかる積

極的疫学調査、施設指導の実施 

○HIV・性感染症検査の実施

※参考資料

○福岡市感染症予防計画（概要、本編）

〇データ集（P１～２） 
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②結核対策課 

係 所管業務 今後の主な取組み 

結核対策係 結核対策に関すること 

・積極的疫学調査 

・患者等の管理 

・服薬支援（DOTS）※1 

・結核診査部会 

・結核健診 

 

 

 

〇結核対応にかかる積極的疫学調

査、結核患者等の管理等 

○結核診査部会の開催 

〇各種結核健診の実施 

 ・結核定期健診 

 ・デインジャーグループ※2健診 

 ・管理検診 

 ・接触者健診 

 ・ハイリスクグループ※3健診 

 

放射線担当主査 診療放射線業務に関すること 

・結核健診の実施 

・診査部会 

 

 

 

 

〇各種結核健診の実施 

 ・結核定期健診 

 ・デインジャーグループ※2健診 

 ・管理検診 

 ・接触者健診 

  

 

※１…服薬支援（DOTS） 

  結核のまん延防止や多剤耐性結核の発生予防のため、結核患者の確実な治療（抗結核薬の内服）完遂

を目的として、患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮し、患者本人にとって最も適切かつ確実な

服薬確認の頻度と方法を採用して実施する支援 

 

※２…デインジャーグループ 

  結核を発症すると周囲に感染をおよぼすおそれのある職業の従事者・関係者で、職場等での健診機会

のない者（保育士、教職員等） 

 

※３…ハイリスクグループ 

  結核発病の危険が高い者のうち、学校等での健診機会のない者（ホームレス、外国出生者等） 

 

 

※参考資料 

  〇データ集（P２） 
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（３）精神保健・難病対策部の所管業務について                                       

 

①精神保健・難病対策課 

係 所管業務 今後の主な取組み 

事業調整係 精神保健福祉に関すること 

・精神保健福祉の企画調整及び普及

啓発 

・精神保健福祉法及び障害者総合支

援法に基づく医療体制の確保 

 

〇心のサポーター養成講座の開

催 

〇精神保健指定医の指定・更新 

〇精神科病院の実地指導 

〇自立支援医療（精神通院）機関

の指定・更新 

 

精神保健福祉第 1・２係 

 

 

 

 

精神保健福祉に関すること 

・精神科医療に関する入院等の対

応、相談、啓発事業 

・精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築 

 

〇措置入院等の対応や訪問によ

る退院後支援の実施 

〇相談対応や家族講座、うつ予防

教室の開催 

〇検討部会の開催、研修の実施 

 

難病疾病対策係 難病対策に関すること 

・難病対策の企画調整及び普及啓発 

・指定難病の医療費助成 

・難病患者の災害対策 

 

  

  

〇相談会や講演会の開催 

〇審査会実施、公費負担の決定 

医療費助成制度のオンライン化

の推進 

〇在宅人工呼吸器使用者の個別

避難計画作成及び非常用電源

整備事業の推進 

 

 

※参考資料 

  〇データ集（P４）  
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（４）地域衛生部の所管業務について                                       

 

①医薬務・衛生推進課 

係 所管業務 今後の主な取組み 

くらしの衛生係 環境衛生に係る企画・調整に関する

こと 

・環境衛生関係施設の許認可及び

監視指導 

・居住環境の衛生対策（飲用水、室

内環境） 

・部内の連絡調整など 

 

〇環境衛生関係施設に対する衛生

指導や情報提供の企画・調整 

〇安心安全な宿泊環境の確保の推

進 

〇貯水槽の衛生指導 

〇普通公衆浴場の振興 

 

医薬企画係 医薬務に係る企画・調整に関するこ

と 

・病院等の許認可及び監視指導 

・薬物乱用防止対策 

・医薬務業務に係る連絡調整など 

 

 

 

〇病院、医療法人等の許認可 

〇衛生検査所の登録、監視指導 

〇医療・薬事施設等の監視指導に

係る企画・調整 

〇医薬務に係る各衛生課、国、他自

治体、団体等との連絡調整 

〇福岡市薬物乱用対策推進協議

会、薬物乱用防止啓発イベントの

実施 

 

医薬務業務推進担当 医薬務業務の推進に係る企画・調整 

に関すること 

・医薬務手続きのオンライン化推

進 

・研修の企画・調整 

 

〇オンラインで申請可能な医薬務

手続きの拡充 

〇医療監視員及び薬事監視員を対

象とした研修の実施 

 

※参考資料 

  〇データ集（P５、P８） 
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②食品安全推進課 

係 所管業務 今後の主な取組み 

食品安全企画係 食品衛生に係る企画、食品表示に関

すること 

・食の安全・安心に関する施策の

推進 

・市民への情報提供 

・食品表示法に係る監視指導 

・食品衛生協会に関する業務 

・課の庶務など 

〇食の安全・安心の確保に関する 

基本方針に基づく施策の推進 

〇食の安全安心に関する広報、啓 

 発 

〇食品表示法に係る品質事項の監 

視指導、衛生事項の連絡調整 

 

食品衛生係 食品衛生、食品監視、食肉衛生に関

すること 

・食中毒、違反食品対応 

・食品衛生関係施設の許可、監視

指導 

・食品の収去及び食肉（食鳥肉含

む）衛生に関する業務の連絡調

整など 

 

〇食中毒等発生時の他都市及び厚

労省との連絡調整 

〇営業許可に係る連絡調整 

〇食品衛生監視指導計画の策定、

収去計画の策定及び食品衛生検

査施設の検査精度管理（GLP） 

〇と畜場法及び食鳥処理法に係る

連絡調整 

 

※添付資料 

  〇データ集（P６～P7） 
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③各衛生課 

係 所管業務 今後の主な取組み 

環境係 環境衛生に関すること（各区生活環

境課の所管に係るものを除く） 

・環境衛生関係施設の許認可 

・監視指導 

・相談対応 

・居住環境の衛生対策（飲用水、室

内環境）に関する相談対応など 

 

〇環境衛生関係施設への立入検査 

〇環境衛生関係施設に対する衛生

指導や啓発、相談対応 

〇居住環境の衛生対策（飲用水、室

内環境）に関する相談対応 

食品係 食品衛生に関すること 

・食中毒、違反食品対応 

・食品衛生関係施設の許可、監視

指導 

・市民への啓発など 

〇食中毒、違反食品等健康危機管

理事案への対応 

〇食品衛生関係施設の許可及び監

視指導 

〇食品衛生に係る講習会の実施及

び啓発 

 

環境及び食品衛生担当

主査 

環境衛生及び食品衛生に関すること 

 

 

〇大規模施設（食品製造施設、宿泊

施設、社会福祉施設等）の監視指

導 

 

医薬務係 医薬務に関すること 

・医療・薬事施設の許可、監視指導 

・医療相談対応 

・医療従事者免許事務 

・衛生統計調査 

 

 

 

〇医療・薬事施設の許可、申請等の

受付、監視指導 

〇医療安全相談窓口、医療安全研

修会の実施 

〇医療従事者免許に係る各種申請

の受理、県への進達事務 

〇人口動態調査、国民生活基礎調

査、医療施設調査等の対応 

 

 

※添付資料 

  〇データ集（P５～P９） 
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○地域保健法（抜粋） 

 (昭和二十二年九月五日) 

(法律第百一号) 

 

第五条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二

条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政

令で定める市又は特別区が、これを設置する。 

 

第十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及

び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めると

ころにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。 
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○福岡市保健所運営協議会条例 

昭和30年３月25日 

条例第23号 

 (設置) 

第１条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、保健所の所管区域

内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議するため、福岡市保健所に福岡市

保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

 

(委員の任期) 

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 市長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、

任期中であつても委員を解任することができる。 

 

 (組織) 

第３条 協議会に会長１名、副会長１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

 

(運営) 

第４条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職

務を代理する。 

 

(会議) 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

第６条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

 

(庶務) 

第７条 協議会の庶務は、福岡市保健所において行う。 

 

(その他) 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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附 則 

この条例は、昭和30年４月１日から施行する。 

附 則(昭和31年11月12日条例第56号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和55年３月31日条例第23号) 

(施行期日) 

１ この条例は、昭和55年４月１日から施行する。 

(適用区分) 

２ この条例による改正後の福岡市保健所運営協議会条例の規定は、この条例の施行

の日以後の任命に係る委員の任期について適用し、同日前の任命に係る委員の任期に

ついては、なお従前の例による。 

附 則(平成６年９月22日条例第55号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成９年３月31日条例第17号) 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則(令和５年12月21日条例第60号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から起算して８月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

(令和６年規則第85号により令和６年７月１日から施行) 
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○福岡市保健所運営協議会条例施行規則 

昭和32年２月28日 

規則第２号 

 

第１条 この規則は、福岡市保健所運営協議会条例(昭和30年福岡市条例第23号)の施行

について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 保健所運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、20名以内とする。 

２ 協議会の委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、

事業場等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が任命

する。 

 

第３条 協議会の招集は、開催の日前３日までに委員に通知するものとする。 

 

第４条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

 

第５条 関係職員及び議事に関係のある者は、会長の承認を得て会議に出席し、意見を

述べることができる。 

 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 
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